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情報教育における規範意識の育成 

 

中野康一＊ 

 
「道徳の時間」に、その特質を満たしながら、情報教育として規範意識を育成する授業の困難

さの原因を探るべく、情報モラル教育のカリキュラムにおける規範意識の概念及び、公開教材「“ウ
チら”のルールとわが家のルール」を、具体的に検討したところ、道徳の特質を踏まえた場合、十

分に規範意識の育成が行えないことが明らかになった。『学習指導要領』と『生徒指導提要』では、

「規範意識」は「きまりを守る」ものでしかなく、その原因は学校教育法にあった。実社会の規

範以上に、ネット社会の規範は完結したものではなく、日々つくられていくものであるから、単

に「きまりを守る」という態度では、実社会に適応する以上に、ネット社会への適応は難しい。

情報教育において規範意識を育成する際には、きまりをつくる視点が重要である。 

 

[キーワード：規範意識，情報教育，道徳の時間，学習指導要領，学校教育法] 

 

１．はじめに 

本稿では、近年ますます重要性を増している情報教育

と、いよいよ教科化される道徳教育との接点としての、

規範意識の育成について論じる。現在、「道徳の時間」に、

情報教育における規範意識を育むカリキュラムが一般的

である。しかし、一般的である反面、道徳の時間の特質

を満たしながら、情報教育として規範意識を育成する授

業を行うことは困難である。その困難さの原因を探るべ

く、学習指導要領、生徒指導提要、学校教育法、教育基

本法の記述及び、情報モラル教育のカリキュラムにおけ

る規範意識の概念を検討する。公開されている教材をも

とに、具体的な困難についても検討を加える。 
 

２．道徳と情報教育における規範意識 

『小学校学習指導要領』及び『中学校学習指導要領』

の「第 3 章道徳 第 1 目標」には、「道徳性」と「道徳

的実践力」という包括的な概念を除くと、規範意識に通

じる文言は特にない。「第 2 内容」には、低学年・中学

年・高学年・中学生の各学年段階に、おのおの 20 項目

前後のいわゆる内容項目が示されており、規範意識に関

しては、視点の 4 にそれぞれ以下の記述がある。 
 

4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。 
・約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にす

る。(小学校低学年 4-(1)) 
・約束や社会のきまりを守り、公徳心をもつ。 

(小学校中学年 4-(1)) 
  ・公徳心をもって法やきまりを守り、自他の権利を

大切にし進んで義務を果たす。(小学校高学年4-(1)) 
  ・法やきまりの意義を理解し、遵守するとともに、

自他の権利を重んじ義務を確実に果たして、社会

の秩序を高めるように努める。(中学校 4-(1)) 
 
これらは「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」1(3)で、

4 つの学年段階全てにおいて、重点化すべき指導内容と

して挙げられている。さらに、同節 3(5)には、以下の記

述がある。小学校学習指導要領の記述に加えて、中学校

学習指導要領の記述を、括弧で示した。 
 
  児童(生徒)の発達の段階や特性等を考慮し、第 2 に

示す道徳の内容との関連を踏まえ(て)、情報モラル

に関する指導に留意すること。 
 
このような具体的な記述があれば、「道徳の時間」に、情

報教育として規範意識を育成することは、当然であるよ

うに思える。 
情報教育の方へ目を転じて、国立政策研究所(2011)の

『情報モラル教育実践ガイダンス』に示されている、情

報モラル教育の内容、2 領域 5 分野のうち、規範意識が

どこに当てはまるかを確かめる。ここで言う2領域は「心

を磨く領域」と「知恵を磨く領域」であり、5 分野はそ

れら 2 領域の下位分類にあたる。「心を磨く領域」には、

「情報社会の倫理」と「法の理解と遵守」の 2 分野があ

り、「知恵を磨く領域」には、「安全への配慮」と「情報
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セキュリティ」の 2 分野が、「心」と「知恵」の領域の

交わるところに「公共的なネットワーク社会の構築」分

野がある。「規範意識」は「心を磨く分野」の「法の理解

と遵守」に当てはまる。この「法の理解と遵守」の分野

には、学年にあわせて以下の 8 つの指導事項が含まれて

いる。小低は小学校低学年を指し、他も同様である。 
   

小低 c1-1 生活の中でのルールやマナーを知る 
  小中c2-1 情報の発信や情報をやりとりする場合の

ルールやマナーを知り、守る 
  小高 c3-1 何がルール・マナーに反する行為かを知

り、絶対に行わない 
小高 c3-2 「ルールや決まりを守る」ということの

社会的意味を知り、尊重する 
小高 c3-3 契約行為の意味を知り、勝手な判断で行

わない 
中学 c4-1 違法な行為とは何かを知り、違法だとわ

かった行動は絶対に行わない 
中学c4-2 情報の保護や取り扱いに関する基本的な

ルールや法律の内容を知る 
中学 c4-3 契約の基本的な考え方を知り、それに伴

う責任を理解する 
 
マナーや契約に言及されている点は、学習指導要領の記

述と異なるものの、規範意識を「きまりを守る」と捉え

ている点は、共通している。 

３．“ウチら”のルールとわが家のルール 

具体的に検討するために「情報モラル教材ポータルサ

イト「ネット社会の歩き方」」で公開されている教材「“ウ
チら”のルールとわが家のルール」を取り上げる。この教

材は、前節で見た指導事項の c2-1、c3-1、3-2 を道徳の

時間に扱うことを想定して作成されている。学習指導案

から、あらすじを引用する。なお、アニメーションとあ

らすじで異なっていた時間に関する記述は、アニメーショ

ンに合わせて改めた。 
   
   ６年生になった主人公がケータイを持つことに

なったため、家族で話し合ってルールを決めた。そ

の中には、「充電器は居間に置き夜 9 時までにケー

タイを差し込んでおく」というルールも決められた。 
それから数日たって、クラスの仲の良い友達とも

「ウチらのルール」を作り、件名に「星印」が書か

れたメールは５分以内に返事を送ることになった。

その日の夜、ちょうど 9 時前に友だちから「星印」

が書かれたメールが届いたのだが、もうケータイを

居間に持って行く時間になってしまった。主人公は

どちらのルールを守ればいいのだろうか。指導資料

の最後には「わが家のルール」と「ウチらのルール」

のどちらを優先すればいいか主人公の迷う姿が描か

れている。 
 

2 つのルールの間に挟まれてしまう主人公の状況は、

ケータイに関する場面以外でも、子供がたびたび直面す

るような状況であり、図 1 のような解説付きの短いアニ

メーションによって子供が想像しやすい教材となってい

る。さらに、規範意識を育くむ上で、子供にルールをつ

くる立場での思考を促す内容をもっている。この教材を

用いて、どのような「道徳の時間」の学習を行うか。公

開されている指導案の一部を引用する。 
 

 

 
図１ “ウチら”のルールとわが家のルール 

出典：「ネット社会の歩き方」 （http://www.cec.or.jp/net-walk/） 
 
 

道徳の時間は児童生徒の道徳的実践力を育成する

ことに主眼が置かれるのであれば、教師の価値観を

押しつけたり、禁止事項を一方的に守らせたりする

のではなく、生徒が自分で考え自分で判断するプロ

セスが大切である。また、間違った行動をしたため

に結果的に取り返しのつかない結果を招く暗転型の

ストーリーを示すことで、間違った行動をしないよ

うに児童生徒に注意を促すことも、教師の価値観を

押しつけることになるため、道徳の時間には適さな
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いと考えられる。 
本教材では、児童生徒が「我が家のルール」を選

んでも、「ウチらのルール」を選んでも共に間違いと

いうものはなく、それぞれに道徳的価値が含まれど

ちらも正解であることを示したい。むしろ、どちら

を選ぶのか根拠を以て考えることが重要であり、そ

のような態度が「正解」となると考えたい。 
 

この指導案では、「道徳の時間」の特質、「道徳的価値の

自覚により道徳的実践力を育成」を踏まえて、授業が構

想されている。しかし、内容については肯定しかねる。 
まずは、結論の「どちらも正解である」とする点につ

いて。ここでは、どちらとも守ること、それができない

場合は「我が家のルール」を選ぶことを求める必要があ

る。もちろん親への服従を強いるためではない。先に取

り決めたルールと抵触するルールを受け入れてしまった

主人公の思慮不足を強く咎めるためである。「ウチらの

ルール」にしたがって返事を送ったのちに、「わが家のルー

ル」にしたがってケータイを親に返すことは可能だ。ま

たは両親に特別の許可を貰ってメールに返信する。ある

いは、家の電話など別の方法で友達に連絡を取ることも

できる。つまり、どちらのルールにしたがうかを選択す

るのではなく、どちらのルールにもしたがわねばならな

い。それが難しい場合は、先のルールを優先して、後の

ルールに背く。その不利益は自分が引き受ける。そうで

あってはじめて、どのようにルールを作れば良かったか、

何を付け加えればよかったかなど、いわばルールをつく

る側に立った思考と反省が促される。厳しいようではあ

るが、最も身近な契約である約束について、このくらい

の思慮と責任を求めなくては、中学生なって、指導事項

「c4-3 契約の基本的な考え方を知り、それに伴う責任

を理解する」ことを指導したところで、身に付かない。 
次に、「それぞれに道徳的価値が含まれ」について。確

かに、道徳の内容項目でいうところの「信頼・友情」や

「誠実」を、この場面で想起することはできる。しかし、

それらを「規範意識」と同等に扱って良いだろうか。自

分が招いた、どちらかのルールを破らざるを得ない状況

に対して、どのように責任をとるか、どのように行動す

るかが重要なのであって、その判断に関わるとはいえ、

その他の価値観はこの場合、副次的なものでしかない。 
 最後に「教師の価値観を押しつけること」について。

そもそも道徳教育とは価値観の強要である。とくに規範

意識を身につかせることは、「「各種の価値観に従う」と

いう価値観に従う」という意味で二重の強制性を持つ。

さらに、学習指導要領の道徳において「規範意識」が、

小学校と中学校の全ての学年段階で重点とされ、情報モ

ラルのなかでも 1 つの分野をなしているのは、「規範意

識」育成に緊急性があるからである。ネット社会におい

ても実社会においても、子供の規範意識の緩さに由来す

る加害及び被害を防がなくてはならない。子供を保護す

る立場でもある教師は、十分に思慮をすることの重要性、

思慮不足による過失の重大性について、社会全体で共有

している価値観として明確に示す必要がある。子供が「自

分で考え自分で判断する」ということは、思慮を求めら

れないことや良い結果を求められないということではな

い。どのようなルールをつくるか、どのように責任をと

るか、どのように行動するかを考え判断するのである。 
 ここまで、公開されている指導案を批判したが、はじ

めに述べたとおり、この指導案は、「道徳の時間」の特質

を踏まえて授業を構想している。したがって問題は、こ

の指導案にではなく、「「道徳の時間」を用いて情報教育

における規範意識を育むこと」にある。さらに、「規範意

識」育成が単に情報教育に限ったことではないことを考

慮すれば、学習指導要領及び「道徳の時間」が前提とし

ている原理自体に問題があるとも言える。 
 また、取り上げた教材「“ウチら”のルールとわが家の

ルール」自体は、情報モラル教育の内容、2 領域 5 分野

において、「心を磨く分野」の「法の理解と遵守」に位置

づけられているにすぎない。しかし、ここまでに再三、

思慮の大切さを強調してきたように、単純に心の問題と

見なすわけにはいかない。法を理解し遵守すれば解決で

きる、主人公の状況でもなかった。「規範意識」の、より

原理的な点について、学習指導要領に留まらず、学校教

育法や教育基本法にまで遡って検討する必要がある。 
 

４．学習指導要領と生徒指導提要における 

規範意識 

 2．で示した、学習指導要領第 3 章道徳の「規範意識」

に関する内容項目を再び示す。 
  

4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。 
・約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にす

る。(小学校低学年 4-(1)) 
・約束や社会のきまりを守り、公徳心をもつ。 

(小学校中学年 4-(1)) 
  ・公徳心をもって法やきまりを守り、自他の権利を

大切にし進んで義務を果たす。(小学校高学年4-(1)) 
  ・法やきまりの意義を理解し、遵守するとともに、

自他の権利を重んじ義務を確実に果たして、社会

の秩序を高めるように努める。(中学校 4-(1)) 
 
これだけの内容では、3．で示した教材の問題状況を解

決できない。指導案では、「道徳的価値の自覚を促し内面

的な道徳的実践力を育む」という「道徳の時間」の特質
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を満たそうとするあまり、「きまりを守る」という価値観

すら押しつけることがないように配慮がなされていたの

だが、ここで示されている内容は、全学年段階通じて「き

まりを守れ」である。「公徳心」や「法やきまりの意義」

が高学年と中学校では付け加わるが、あくまで法やきま

りを受け入れる側の立場である。つまり、きまりをつく

る側の立場、きまりについて批判的に考える立場は想定

されていない。これらの能力は、道徳で育てるべき「道

徳性」には含まれないということだろうか。 
 学校で「きまりをつくる」といえば、生徒会や学級会

が想起される。小学校学習指導要領第6章特別活動には、

配慮すべき事項として次のようにある。以下、下線は引

用者による。 
 

（1）〔学級活動〕，〔児童会活動〕及び〔クラブ活動〕

の指導については，指導内容の特質に応じて，教師

の適切な指導の下に，児童の自発的，自治的な活動

が効果的に展開されるようにするとともに，内容相

互の関連を図るよう工夫すること。また，よりよい

生活を築くために集団としての意見をまとめるなど

の話合い活動や自分たちできまりをつくって守る活

動，人間関係を形成する力を養う活動などを充実す

るよう工夫すること。 
 
下線部のように、特別活動では「きまりをつくって守る

活動」がなされる。しかし、学級会や委員会、クラブ活

動などの集団活動における「きまりをつくって守る活動」

は、集団の運営上の必要性からまたは問題解決的に、数

回程度、体験として行われるにすぎない。これだけで「規

範意識」、とくに「情報教育における規範意識」を学習す

ることには限界がある。 
「規範意識」という単語が 10 箇所に以上登場する『生

徒指導提要』では、「規範意識」はどのように述べられて

いるだろうか。以下、5 箇所のみを示すが、これらの引

用からわかるように、校内規律を維持するための手段と

なっており、きまりをつくる、きまりを批判するといっ

た内容とはかけ離れている。 
   
   法律上でも、教育基本法第 6 条において、学校教

育の実施に当たっては、「教育を受けるものが、学校

生活を営む上で必要な規律を重んずる」ことを重視

しなければならないとされ明示されています。また、

学校教育法第 21 条においても、規範意識を育み社

会の発展に寄与する態度を養うことなどが義務教育

の目標として掲げられています。(145 頁) 
 
   さらに、問題行動の増加への予防や対策として、

中学校では規範意識を養うための毅然とした指導も

行われるようになります。(54 頁) 
 

しかし、その犯罪行為が重大な場合や指導を繰り

返しても効果が見られない場合などは、告発を控え

るのではなく、児童生徒の反省を促して規範意識を

養うためにも、法律に則った措置が取られることが

重要です。(134 頁) 
 

校内規律は、自らの意志ではなく校則や教員から

の指導により「守らされているもの」という意識か

ら、規範の意義を理解し、児童生徒自らが規範を守

り行動するという自律性をはぐくむことが重要です。

(145 頁) 
 

このような変化の中で、例えば、交友関係が広がっ

て多様な刺激を受け、皆がやっているから大丈夫と

いうように規範意識が一時的に緩むなどして、万引

き、自転車盗、バイク盗のような初発型非行に及ん

でしまうことがあります。(179 頁) 
 
学習指導要領及び生徒指導提要、いずれも「規範意識」

に関わる教育内容が、特別活動の一部を除いて「きまり

を守る」という内容に終始していた。 
 

５．教育法規における規範意識 

学習指導要領の直接の法的根拠にあたる、「学校教育法

施行規則」には、「規範」や「規範意識」という言葉は登

場しない。 
「学校教育法」には 2 箇所「規範意識」が登場する。

第一に、幼稚園教育に関して、以下の記述がある。小学

校の特別活動に当たる部分である。 
 

二  集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度

を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、

自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生え

を養うこと。 
 
第二に、義務教育の目標について述べた第二十一条の一

から十のうち、「一」に記されている。 
 

第二十一条  義務教育として行われる普通教育は、

教育基本法 （平成十八年法律第百二十号）第五条第

二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目

標を達成するよう行われるものとする。 
一  学校内外における社会的活動を促進し、自主、

自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並び

に公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、
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その発展に寄与する態度を養うこと。 
 

ここでは、規範意識と同列に並べられた言葉に注目し

たい。つまり、「規範意識」は、「自主、自律の精神」や

「協同の精神」、「公正な判断力」、「公共の精神」とは違

うものだということである。それらとともに、主体的に

社会の形成に参画するための基礎となるということであ

る。これらは、学習指導要領の道徳へと敷衍され、各内

容項目と対応している。つまり、ここの時点で、自主、

自律や公正な判断力とは切り離された、単なる遵法心と

して定義されていると見てよい。 
最後に教育基本法から引用する。 

 
(教育の目的)第一条 
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家

及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と

もに健康な国民の育成を期して行われなければなら

ない。 
 
(教育の目標)第二条 
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を

重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に

社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養

うこと。 
 
教育基本法の段階では、「規範」や「規範意識」という言

葉はまだ登場しない。ゆえに教育基本法の「国家及び社

会の形成者として必要な資質」の基礎として、学校教育

法で、つくり手としての意識、批判者としての視点を欠

いた、単なる受動的な規範意識を想定した点に、授業レ

ベルでの混乱の原因があったとみられる。そのために、

情報モラル教育として、広い意味での規範意識を育みた

いにも関わらず、「“ウチら”のルールとわが家のルール」

を、受動的なものとして限定された規範意識で取り扱う

こととなってしまい、教材が含む「ルールをつくる立場

での思考を促す」という教育的な価値を生かし切れない

という事態が起こっている。 
 

６．おわりに 

最後に、学校教育法のいう規範意識を「単なる受動的

な規範意識」と評した根拠を 3 点示して、今後の情報教

育における規範意識の育成の在り方を探る。第一は、丸

山真男の以下の記述にあるように、フィクションとして

制度を扱うことができていないためである。 
 

フィクションとしての制度とその限界の自覚 憲

法その他の法的＝政治的制度を、制度をつくる
、、、

主体

の問題から切り離して、完結した物
、、、、、

として論ずる思

考様式は、思想や理論を既製品として取り扱う考え

方とふかく連なっている。(42 頁) 
 

制度や思想、理論と同じく規範も、フィクションである

以上、単に受け取るだけではなく、つくる立場で考える

ことが必要である。特に、情報教育における規範意識を

考える場合は、この視点が重要である。なぜなら実社会

の規範以上に、ネット社会の規範に完結したものはなく、

日々つくられていくものであるからである。ゆえに、単

に「きまりを守る」という態度では、つまり「単なる受

動的な規範意識」では、実社会に適応する以上に、ネッ

ト社会への適応は難しい。 
第二に、本来の「規範意識」という語を矮小化して用

いているためである。「規範意識」という語は多くの辞書

に収録されておらず、一般的な語ではない。例えば『広

辞苑 第六版』、『新明解国語辞典 第五版』、『岩波哲学・

思想辞典』には、「規範意識」の項はない。『平凡社哲学

事典』によれば、「規範意識」は、西南ドイツ学派のヴィ

ンデルバントがもちいた概念であるという。「評価主体が、

ある対象について評価（価値判断）をくだす場合には、

その評価の基準ないし尺度としてなんらかの価値が前提

されるが、この価値を価値たらしめる意識」であり、「普

遍人類的な絶対的、最終的規準たる価値を価値として妥

当させる意識」だという。 
現代において、普遍的で絶対的な規準を想定するのは

容易ではないが、場当たり的な他律的人間ではなく、自

律した個人を目指すのであれば、何らかの最終的規準を

求めないわけにはいかない。かつて「人間は幸福を求め

る」という事実から、アダム・スミスは、「国際的な公平

な観察者の判断基準」という最終規準を求めた。同じく

「人間は幸福を求める」という事実から、村井実は、「人

間は訴えを重んじなければならない」という「道徳的大

原則」を導き出した。この大原則をもとに、実践的規則

としての規範が導かれ、個別の行動が決定するという。

最終的基準としては、「公正としての正義」や「自由の相

互承認」などを想定することも出来る。これらの絶対的

で最終的な規準を、承認するのが「規範意識」である。

矮小化された、単なる受動的な規範意識が学校教育によっ

て広まっているが、きまりであれば何であれ、無批判に

従うというようなものは、本来の「規範意識」ではない。 
 第三に、「規範意識」教育は、現代の教育改革において、

より積極的なものへと改善されつつあるためである。中

央教育審議会(2014)の、「道徳に係る教育課程の改善等に

ついて(答申)」は、情報モラルなどの現代的な課題に取

り組むとする一方、「規範意識」についても多くの改善案
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を示している。 
 

1 道徳教育の改善の方向性(1)道徳教育の使命 
道徳教育においては、人間尊重の精神と生命に対す

る畏敬の念を前提に、人が互いに尊重し協働して社

会を形作っていく上で共通に求められるルールやマ

ナーを学び、規範意識などを育むとともに、人とし

てよりよく生きる上で大切なものとは何か、自分は

どのように生きるべきかなどについて、時には悩み、

葛藤しつつ、考えを深め、自らの生き方を育んでい

くことが求められる。(2 頁) 
 

2 道徳に係る教育課程の改善方策(3)道徳の内容をよ

り発達の段階を踏まえた体系的なものに改善する 
③内容項目について 
また、社会参画など社会を構成する一員としての主

体的な生き方に関わることや、規範意識、法などの

ルールに関する思考力や判断力などについても充実

が必要と考えられる。(10 頁) 
 

情報モラル、生命倫理など現代社会を生きる上での

課題を扱う場合にも、問題解決的な学習を行ったり

討論を深めたりするなど指導方法を工夫していくこ

とが求められる。(12 頁) 
 

3その他改善が求められる事項(3)幼稚園、高等学校、

特別支援学校における道徳教育の充実 
  幼稚園教育要領においては、幼児の道徳性や規範

意識の芽生えを培うことが示されている。今後、そ

の充実を図るとともに、例えば、幼稚園における遊

びを通じた課題解決型の指導を充実し、そのよさを

小学校低学年においても取り入れるなど、幼小接続

を円滑化していくことが有効と考えられる。(19 頁) 
 
特に 10 頁は、これまでの受動的な規範意識を払拭する

改善案である。これであれば、規範意識についてルール

をつくる側の立場で考えられるようになる。この、「規範

意識、法などのルールに関する思考力や判断力などにつ

いても充実が必要」という記述は、国立教育政策研究所

(2013)の「21 世紀型能力」(基礎力・思考力・実践力)の
提案を踏まえている。「21 世紀型能力」の背景には、PISA
のリテラシーやOECD-DeSeCoのキー・コンピテンシー

があり、さらにその背景には、社会構造や産業構造の変

化がある。それらの変化を推し進めているのが、社会の

高度情報化である。つまり、極論ではあるが、ネット社

会が規範意識に変化を促し、学力観をも変容させている。

このような状況下では、情報教育における「単なる受動

的な規範意識」教育は、批判されてしかるべきであろう。 

 今回の答申の方向性が最後まで貫かれれば、平成 28
年度に告示されるであろう新しい学習指導要領には、道

徳の時間における、より積極的な規範意識を育む環境が

整う。そうなって初めて、情報教育における規範意識の

育成を、道徳の時間において原理的な困難さを感じるこ

となく行えるようになる。 
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